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薬
局
機
能
情
報
提
供
制
度
に
つ
い
て

「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
が
令
和
５
年
１
１
月
１
日
に
公
布
さ
れ
、
令
和

６
年
１
月
５
日
に
施
行
。 現
行

改
正
後

報 告 項 目 報 告 方 法

・
管
理
、
運
営
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

（
住
所
・
開
店
時
間
・
ア
ク
セ
ス
・
薬
剤
師
不
在
時
間
の
有
無
等
）

・
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

（
認
定
薬
剤
師
の
人
数
・
無
菌
調
剤
の
可
否
・
実
績
に
関
す
る
こ
と
・

地
域
連
携
薬
局
等
に
関
す
る
こ
と
等
）

近
年
の
薬
局
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
を
踏
ま
え
、
下
記
を

追
加

・
患
者
・
住
民
の
た
め
の
薬
局
の
基
本
情
報
の
提
供

・
在
宅
医
療
へ
の
対
応

・
健
康
サ
ポ
ー
ト
機
能
に
関
す
る
情
報
の
提
供

・
有
事
へ
の
対
応
等

・
ＩＣ
Ｔ
へ
の
対
応

・
ふ
く
お
か
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
で
報
告

・
紙
で
報
告

・
G
-
M
IS
（
医
療
機
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
）

で
報
告
※
ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
が
必
要

・
紙
で
報
告

（
定
期
報
告
期
間
：
１
月
～
３
月
）

（
定
期
報
告
期
間
：
１
月
～
３
月
）

※
令
和
５
年
度
は
1
/
5
～
3
/
3
1

1



薬
局

報
告

報
告

都
道
府
県

確
認

確
認

公
表

公
表

A県

○
薬
局
機
能
情
報
提
供
制
度
は
、医

療
機
関
等
情
報
⽀
援
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「G
-M

IS
」と
い
う。

）
及
び
全
国
統
一
的
な
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
（
以

下
「医

療
情
報
ネ
ット

」と
い
う。

）
を
活
⽤
し、

都
道
府
県
が
実
施
主
体
とし

て
運
⽤
され

る
。

○
薬
局
は
、G

-M
IS
に
よ
る
方
法
等
に
よ
り、

特
段
の
事
情
が
な
い
限
り、

12
月
31

⽇
時
点
に
お
け
る
薬
局
機
能
情
報
を
翌
年
３
月
末
⽇
ま
で
に
報
告
す

る
こと

を
含
む
年
１
回
以
上
報
告
す
る
。

○
都
道
府
県
は
医
療
情
報
ネ
ット

を
活
⽤
して

、
薬
局
か
ら報

告
され

た
薬
局
機
能
情
報
を
公
表
し、

住
⺠
・患

者
へ
の
情
報
提
供
を
⾏
う。

薬
局
機
能
情
報
提
供
制
度

•
薬
局
は
、G

-M
IS
に
よ
る
方
法
等
に
よ
り薬

局
機
能
情
報
を
都
道

府
県
に
報
告

•
都
道
府
県
は
、医

療
情
報
ネ
ット

を
活
⽤
して

公
表
に
係
る
事
務
を

実
施

A県 デ
ー
タ

B県 デ
ー
タ

・・
・

•
全
都
道
府
県
の
デ
ー
タを

格
納

•
各
都
道
府
県
の
ペ
ー
ジ
を
設
定

・・
・

厚
⽣

労
働

省

デ
ー
タ

医
療

情
報

ネ
ット

住
⺠
・患

者

A県 ペ
ー
ジ

B県 ペ
ー
ジ

全
国
統
一

ペ
ー
ジ

•
医
療
情
報
ネ
ット

か
ら検

索

薬
局

報
告

報
告

都
道
府
県

確
認

確
認

公
表

公
表

B県

イン
ター

ネ
ット

検
索
・閲

覧
検
索
・閲

覧

G
-M

IS
報
告
機
能

検
索
機
能

検
索
機
能

報
告
機
能

1
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認
定
薬
局
制
度
の

運
用
状
況
に
つ
い
て

1

3



○
薬
剤
師
・薬

局
を
取
り巻

く状
況
が
変
化
す
る
中
、患

者
が
自
身
に
適
した

薬
局
を
選
択
で
き
る
よ
う、

以
下
の
機
能
を
有
す
る
と認

め
られ

る
薬
局
に
つ
い
て
、都

道
府
県
知
事
の
認
定
に
よ
り名

称
表
示
を
可
能
とす

る
。（

令
和
３
年
８
⽉
１
⽇
施
⾏
。1
年
ご
との

更
新
）

・⼊
退
院
時
の
医
療
機
関
等
との

情
報
連
携
や
、在

宅
医
療
等
に
地
域
の
薬
局
と連

携
しな

が
ら一

元
的
・継

続
的
に
対
応
で
き
る
薬
局

（
地
域
連
携
薬
局
）

・が
ん
等
の
専
門
的
な
薬
学
管
理
に
関
係
機
関
と連

携
して

対
応
で
き
る
薬
局
（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
）

認
定
薬
局
制
度
の
概
要

地
域
連
携
薬
局

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局

2
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外
来
受
診
時
だ
け
で
は
な
く
、
在
宅
医
療
へ
の
対
応
や
⼊
退
院
時

を
含

め
、

他
の

医
療

提
供

施
設

と
の

服
薬

情
報

の
一

元
的

・
継

続
的

な
情

報
連

携
に

対
応

で
き

る
薬

局

他
の
医
療
提
供
施
設
（
医
療
機
関
、
薬
局
等
）
の
医
療
従
事
者
と
の
連
携
体
制
を
構
築

し
た

上
で

対
応

す
る

こ
と

が
必

要
。


地

域
連

携
薬

局
と

し
て

は
、

他
の

薬
局

に
対

す
る

医
薬

品
の

提
供

や
医

薬
品

に
係

る
情

報
発

信
、

研
修

等
の

実
施

を
通

じ
て

、
他
の
薬
局
の
業
務
を
支
え
る
よ
う
な
取
組

も
期

待
。


が

ん
患

者
に

対
し

て
、
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
等
と
の
密
な
連
携

を
⾏

い
つ

つ
、
よ
り
⾼
度
な
薬
学
管
理
や
、
⾼

い
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
特
殊
な
調
剤
に
対
応

で
き

る
薬

局


専
門

医
療

機
関

連
携

薬
局

と
し

て
は

、
他

の
薬

局
に

対
す

る
抗

が
ん

剤
等

の
医

薬
品

の
提

供
、

が
ん

の
薬

物
療

法
に

係
る

専
門

性
の

⾼
い

情
報

発
信

、
⾼

度
な

薬
学

管
理

を
⾏

う
た

め
に

必
要

な
研

修
等

の
実

施
を

通
じ

て
、

専
門

的
な

薬
学

管
理

が
対

応
可

能
と

な
る

よ
う
他
の
薬
局
の
業
務
を
支
え
る
よ
う
な
取
組

も
期

待
。

認
定
薬
局
の
役
割

地
域
連
携
薬
局

専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
（
が
ん
）

3
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認
定
を
受
け
る
と
・
・
・

○
○

薬
局

地
域

連
携

薬
局

○
○
薬
局

地
域
連
携
薬
局

○
認
定
を
受
け
た
薬
局
（
地
域
連
携
薬
局
／
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
）
と称

す
る
こと

が
で
き
る
。

※
認
定
を
受
け
て
い
な
い
薬
局
は
、こ

れ
らの

名
称
（
紛
らわ

しい
名
称
を
含
む
。）

を
称
して

は
な
らな

い
。

○
認
定
を
受
け
た
薬
局
は
、薬

局
の
内
側
と外

側
の
⾒
や
す
い
場
所
に
次
の
事
項
を
掲
示
しな

け
れ
ば
な
らな

い
。

・
地
域
連
携
薬
局
／
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
で
あ
る
旨

・
地
域
連
携
薬
局
／
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
機
能
の
説
明

※
その

他
、認

定
証
の
掲
示
な
ども

必
要
とな

る

地
域
連
携
薬
局

地
域

連
携

薬
局

の
機

能
〜

〜
〜

地
域
連
携
薬
局

認
定
証

薬
局
開
設

許
可
証

⾼
度
管
理

医
療
機
器

等
販
売
業

許
可
証

麻
薬

小
売
業
者

免
許
証

4
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患
者
が
安
心
し
て
相
談
し
や
す
い
体
制

構
造

設
備

（
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
へ

の
配

慮
、

バ
リ

ア
フ

リ
ー

へ
の

配
慮

）
構

造
設

備
（

個
室

等
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

へ
の

配
慮

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
へ

の
配

慮
）


医
療
提
供
施
設
（
医
療
機
関
、
薬
局
等
）
と
の
連
携
体
制
（
顔
の
⾒
え
る
関
係
づ
く
り
）

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

資
す

る
会

議
へ

の
継

続
的

な
参

加
、

医
療

機
関

や
薬

局
と

の
情

報
共

有
の

体
制

（
外

来
、

⼊
退

院
、

在
宅

）
、

そ
れ

を
担

保
す

る
実

績
（

医
療

機
関

へ
の

情
報

提
供

の
実

績
︓

⽉
30

回
以

上
）

医
療

機
関

（
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
等

）
と

の
会

議
へ

の
継

続
的

な
参

加
、

医
療

機
関

や
薬

局
と

の
情

報
共

有
の

体
制

、
そ

れ
を

担
保

す
る

実
績

（
医

療
機

関
へ

の
情

報
提

供
の

実
績

︓
が

ん
患

者
の

半
数

以
上

）


地
域
で
い
つ
で
も
相
談
・
調
剤
で
き
る
体
制
へ
の
参
加
（
薬
局
間
の
連
携
な
ど
）

時
間

外
の

相
談

対
応

、
休

日
・

夜
間

の
調

剤
対

応
、

薬
剤

の
提

供
、

地
域

の
DI

室
の

役
割

、
特

殊
な

調
剤

へ
の

対
応

（
⿇

薬
、

無
菌

製
剤

処
理

）
時

間
外

の
相

談
対

応
、

休
日

・
夜

間
の

調
剤

対
応

、
抗

が
ん

剤
等

の
提

供
、

特
殊

な
調

剤
へ

の
対

応
（

⿇
薬

）
、

抗
が

ん
剤

等
に

係
る

地
域

の
DI

室
の

役
割


一
定
の
資
質
を
持
つ
薬
剤
師
が
連
携
体
制
や
患
者
に
継
続
し
て
関
わ
る
た
め
の
体
制

常
勤

薬
剤

師
の

勤
務

体
制

（
半

数
が

継
続

1年
以

上
勤

務
）

、
研

修
修

了
薬

剤
師

（
常

勤
薬

剤
師

の
半

数
修

了
）

、
計

画
的

な
研

修
受

講
、

医
療

安
全

対
策

常
勤

薬
剤

師
の

勤
務

体
制

（
半

数
が

継
続

1年
以

上
勤

務
）

、
が

ん
の

専
門

性
を

有
す

る
薬

剤
師

、
計

画
的

な
が

ん
の

専
門

性
に

係
る

研
修

受
講

、
医

療
安

全
対

策


在
宅
医
療
に
対
応
す
る
体
制

在
宅

訪
問

の
実

績
（

⽉
2回

以
上

）
、

医
療

機
器

・
衛

⽣
材

料
の

提
供

認
定
基
準
の
概
要
（
基
準
の
考
え
方
）

地
域

専
門

地
域

専
門

地
域

専
門

地
域

専
門

地
域

5
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・認
定
に
係
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
させ

る
た
め
に
、地

方
薬
事
審
議
会
を
置
くこ
とが

で
き
る
こと

が
法
令
に
よ
り規

定
され

て
い
る
。

・本
県
で
は
令
和
２
年
度
薬
事
審
議
会
に
お
い
て
、次

の
とお

り福
岡
県
薬
事
審
議
会
が
関
与
す
る
こと

を
決
定
して

い
る
。

・今
年
度
は
、薬

事
審
議
会
で
審
議
す
る
べ
き
案
件
が
⽣
じな

か
った

た
め
、認

定
状
況
な
どの

報
告
の
み
を
⾏
う。

す
べ
て
の
案
件
に
つ
い
て
、
県
で
認
定
を
行
い
、
薬
事
審
議
会
に
事
後
報
告

申
請
者

県
①
認
定
申
請

②
基
準
照
合
､

処
分
決
定

③
認
定
（
認
定
拒
否
）

【
認
定
へ
の
関
与
】

○
定
例
の
薬
事
審
議
会
に
お
い
て
認
定
状
況
な
ど
の
報
告
を
行
う
（
事
後
報
告
）

○
認
定
状
況
を
踏
ま
え
て
、
薬
事
審
議
会
の
認
定
制
度
へ
の
関
与
に
つ
い
て
御
審
議
い
た
だ
く
。

【
認
定
申
請
に
対
す
る
処
理
】

薬
事
審
議
会

④
報
告

(事
後
)

認
定
に
係
る
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
関
与

6
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認定状況などについて（R5.12.1 時点） 

（１）保健所別認定薬局件数 

保健所名 
地域 

連携薬局 

専門医療機関 

連携薬局 

筑紫 15  
粕屋 12  
糸島 1  
宗像・遠賀 8  
嘉穂・鞍手 6  
田川   
北筑後 4  
南筑後 4  
京築 7  

 

 

（２）地域連携薬局累積件数 
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累計件数

累計件数

保健所名 
地域 

連携薬局 

専門医療機関 

連携薬局 

北九州市 16 1 

福岡市中央区 4 1 

福岡市南区 7 1 

福岡市城南区 5 1 

福岡市早良区 5  
福岡市西区 7  
福岡市東区 10 1 

福岡市博多区 4 1 

久留米市 5 3 

計 120 9 
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地
域
連
携
薬
局
数

北
海
道

２
０
８

東
京
都

６
７
３

滋
賀
県

４
８

徳
島
県

２
３

青
森
県

２
７

神
奈
川
県

３
６
０

京
都
府

１
１
８

香
川
県

４
０

岩
手
県

２
４

新
潟
県

７
７

大
阪
府

２
７
４

愛
媛
県

３
６

宮
城
県

８
３

山
梨
県

１
３

兵
庫
県

１
５
９

高
知
県

２
０

秋
田
県

１
８

長
野
県

４
６

奈
良
県

３
０

福
岡
県

１
１
７

山
形
県

２
３

富
山
県

３
９

和
歌
山
県

１
６

佐
賀
県

８

福
島
県

６
４

石
川
県

４
０

鳥
取
県

１
７

長
崎
県

３
０

茨
城
県

１
４
１

岐
阜
県

４
８

島
根
県

１
４

熊
本
県

３
３

栃
木
県

５
７

静
岡
県

１
１
４

岡
山
県

５
０

大
分
県

３
２

群
馬
県

５
３

愛
知
県

１
４
１

広
島
県

９
８

宮
崎
県

２
２

埼
玉
県

２
４
５

三
重
県

５
７

山
口
県

３
０

鹿
児
島
県

３
４

千
葉
県

１
９
２

福
井
県

１
２

沖
縄
県

７

全
数
４
,０
１
１
（
令
和
５
年
１
１
月
３
０
日
時
点
）
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専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
数

北
海
道

１
２

東
京
都

１
６

滋
賀
県

６
徳
島
県

１

青
森
県

１
神
奈
川
県

１
１

京
都
府

３
香
川
県

０

岩
手
県

２
新
潟
県

１
大
阪
府

１
２

愛
媛
県

２

宮
城
県

６
山
梨
県

０
兵
庫
県

５
高
知
県

１

秋
田
県

０
長
野
県

５
奈
良
県

０
福
岡
県

８

山
形
県

３
富
山
県

３
和
歌
山
県

０
佐
賀
県

３

福
島
県

１
石
川
県

１
鳥
取
県

０
長
崎
県

５

茨
城
県

６
岐
阜
県

１
島
根
県

１
熊
本
県

２

栃
木
県

４
静
岡
県

３
岡
山
県

３
大
分
県

１

群
馬
県

３
愛
知
県

１
０

広
島
県

２
宮
崎
県

０

埼
玉
県

１
０

三
重
県

４
山
口
県

２
鹿
児
島
県

２

千
葉
県

１
０

福
井
県

０
沖
縄
県

１

全
数
１
７
３
（
令
和
５
年
１
１
月
３
０
日
時
点
）
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1

福
岡
県
薬
剤
師
確
保
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
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薬
剤
師
偏
在
指
標
（
福
岡
県
）

【
薬
剤
師
確
保
の
施
策
】

①
病
院
薬
剤
師
確
保
の
た
め
の
就
職
（
復
職
・
転
職
）
支
援
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

薬
学
生
、
未
就
業
薬
剤
師
及
び
転
職
希
望
薬
剤
師
を
対
象
と
し
て
、
病
院
薬
剤
師
と
し
て
就
職
（
復
職
・
転
職
）

す
る
際
に
必
要
と
な
る
知
識
等
を
得
る
た
め
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

②
病
院
薬
剤
師
就
職
・
転
職
環
境
の
改
善

病
院
薬
剤
師
の
就
職
・
転
職
に
特
化
し
て
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
中
小
病
院
等
に

お
け
る
病
院
薬
剤
師
の
確
保
を
支
援
し
ま
す
。

③
薬
剤
師
キ
ャ
リ
ア
形
成
機
会
の
確
保

就
職
し
た
地
域
に
よ
る
薬
剤
師
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
機
会
損
失
を
補
う
た
め
、
資
質
向
上
に
係
る
講
習
会
を
受
講

す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
薬
剤
師
に
必
要
な
知
識
・
技
能
の
修
得
を
支
援
し
ま
す
。
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福岡県薬剤師確保計画（素案） 

 

【現状と課題】 

（１）薬剤師確保計画に関する基本事項 

① 薬剤師確保計画策定の背景・趣旨 

〇 少子高齢化のさらなる進行や、今後人口減少地域が増大することが予測される中で、人口構造の

変化や地域の実情に応じた医薬品提供体制を確保することが求められています。一方で、令和３年

６月に公表された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ」では、薬剤師の従事

先には地域偏在や業態偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題であることが指摘されて

います。 

〇 「第８次医療計画等に関する検討会」においても薬剤師確保の取組の必要性が指摘され、医療計

画作成指針において、医療従事者の確保等の記載に当たって踏まえるべき観点として、地域の実情

に応じた薬剤師確保策の実施等が新たに記載されました。 

〇 薬剤師確保計画は、新たに導入された、地域ごとの薬剤師の多寡について全国ベースで統一的・

客観的に比較・評価可能な「薬剤師偏在指標」に基づき、全国の二次保健医療圏を比較することで、

薬剤師の偏在状況を相対的に表した上で、二次保健医療圏単位での医療提供体制の確保を目的と

して、各々の状況に応じた施策を通じて薬剤師の偏在対策を図っていくものです。 

 

② 薬剤師確保計画の期間 

〇 本計画の期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度とし、策定後３年ごとに見直しを

行います。 

 

（２）薬剤師偏在指標 

① 薬剤師偏在指標の考え方 

〇 これまで、地域ごとの薬剤師数の比較には人口 10 万人対薬剤師数が一般的に用いられてきまし

たが、これは地域ごとの医療ニーズや人口構成等を反映しておらず、薬剤師数の多寡を統一的・客

観的に把握するための「ものさし」としての役割を十分に果たしていないという問題点がありまし

た。 

〇 このため、全国ベースで薬剤師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する新しい指標として次の

「３要素」を考慮した薬剤師偏在指標を設定することとなりました。 

◆ 薬剤師の勤務形態・性別・年齢分布 

◆ 薬剤師業務に係る医療需要（ニーズ） 

◆ 薬剤師業務の種別（病院、薬局） 

〇 需要については、病院薬剤師と薬局薬剤師のそれぞれで算出される偏在指標を比較可能とする

ために、両者に共通する客観的指標を偏在指標の算出に用いる必要があることから、地域別の性・

年齢階級別人口等を踏まえた医療需要をもとに推計した薬剤師の必要業務時間を用いることとし

ました。 

〇 供給については、薬剤師の勤務形態（常勤又は非常勤）、性別、年齢階級（20 代～60 代、70 代

以上）によって労働時間が異なることを踏まえて標準化した、薬剤師の労働時間を用いることとし

ました。 
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② 薬剤師偏在指標の作成手続き 

〇 地域（都道府県・二次医療圏）において、病院薬剤師と薬局薬剤師のそれぞれの偏在状況は異な

ると考えられることから、病院薬剤師と薬局薬剤師のそれぞれの偏在指標を設定することとし、こ

れらを病院薬剤師偏在指標、薬局薬剤師偏在指標として、厚生労働省が算定します。 

 

③ 薬剤師偏在指標の設定 

ア 病院薬剤師偏在指標 

〇 病院薬剤師偏在指標の算定式は下記のとおりです。推計業務量の計算で使用する労働時間には、

病院が定める定員を基準として算定した施設ごとの充足状況を反映しています。 

 

◆ 病院薬剤師偏在指標 

病院薬剤師偏在指標＝調整薬剤師労働時間（病院）（※1）÷病院薬剤師の推計業務量（※3） 

（※1）調整薬剤師労働時間（病院）＝ 

Σ（勤務形態別性別年齢階級別病院薬剤師数×病院薬剤師の勤務形態別性別年齢階級別労働時間）÷調整

係数（病院）（※2） 

（※2）調整係数（病院）＝ 

全薬剤師（病院）の労働時間（中央値）÷全薬剤師（病院＋薬局）の平均的な労働時間※ 

※病院薬剤師と薬局薬剤師それぞれの労働時間（中央値）の加重平均 

（※3）病院薬剤師の推計業務量＝ 

入院患者に関する業務時間（調剤・病棟業務等）（※4）＋外来患者に関する業務時間（調剤・服薬指導業

務等）（※5）＋その他の業務時間（管理業務等）（※6） 

（※4）入院患者に関する業務量（調剤・病棟業務等）＝ 

Σ（地域の性・年齢階級別人口 × 性・年齢階級別にみた入院受療率（全国値））×入院患者流出入調整

係数×入院患者 1人当たりの労働時間 

（※5）外来患者に関する業務量（調剤・服薬指導業務等）＝ 

Σ（地域の性・年齢階級別人口 × 性・年齢階級別の人口１人当たりの院内投薬対象数（全国値））×（全

国の院内投薬対象数（日本薬剤師会公表値ベース）の合計÷全国の院内投薬対象数（NDB ベース）の合計）

×入院患者流出入調整係数（※）×院内処方 1件当たりの薬剤師（病院）の労働時間 

※外来患者にかかる流出入調整係数の作成に資する情報が入手できなかったことから便宜的に入院患者

流出入調整係数を使用した 

（※6）その他の業務量（管理業務等）＝ 

地域（都道府県・二次医療圏）別の病院数×1病院当たりの上記以外の業務（管理業務等）にかかる労働

時間 

出典：「薬剤師確保計画ガイドラインについて」（令和５年６月９日薬生総発０６０９第２号） 

 

イ 薬局薬剤師偏在指標 

〇 薬局薬剤師偏在指標の算定式は下記のとおりです。推計業務量の計算で使用する労働時間には、

薬局が定める定員を基準として算定した施設ごとの充足状況を反映しています。 
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◆ 薬局薬剤師偏在指標 

薬局薬剤師偏在指標＝調整薬剤師労働時間（薬局）（※7）÷薬局薬剤師の推計業務量（※9） 

（※7）調整薬剤師労働時間（薬局）＝ 

Σ（勤務形態別性別年齢階級別薬局薬剤師数×薬局薬剤師の勤務形態別性別年齢階級別労働時間）÷調整

係数（薬局）（※8） 

（※8）調整係数（薬局）＝ 

全薬剤師（薬局）の労働時間（中央値）÷全薬剤師（病院＋薬局）の平均的な労働時間※ 

※病院薬剤師と薬局薬剤師それぞれの労働時間（中央値）の加重平均 

（※9）薬局薬剤師の推計業務量＝ 

処方箋調剤関連業務にかかる業務量（※10）＋フォローアップにかかる業務量（※11）＋在宅業務にかか

る業務量（※12）＋その他業務にかかる業務量（※13） 

（※10）処方箋調剤関連業務にかかる業務量＝ 

Σ（地域の性・年齢階級別人口 × 性・年齢階級別の人口１人当たりの院外投薬対象数（全国値））×（全

国の院外投薬対象数（日本薬剤師会公表値ベース）の合計÷全国の院外投薬対象数（NDB ベース）の合計）

×処方箋 1枚当たりの薬剤師（薬局）の労働時間 

（※11）フォローアップにかかる業務量＝ 

Σ（地域の性・年齢階級別人口 × 性・年齢階級別の人口１人当たりの院外投薬対象数（全国値））×（全

国の院外投薬対象数（日本薬剤師会公表値ベース）の合計÷全国の院外投薬対象数（NDB ベース）の合計）

×処方箋 1枚当たりのフォローアップ件数×フォローアップ 1件当たりの労働時間 

（※12）在宅業務にかかる業務量＝ 

地域（都道府県・二次医療圏）別の薬局数×1薬局当たりの在宅業務実施件数×（在宅業務 1件当たりの

移動時間＋在宅業務 1件当たりの対人業務時間） 

（※13）その他業務にかかる業務量＝ 

地域（都道府県・二次医療圏）別の薬局数×1薬局当たりの上記以外の業務にかかる労働時間 

出典：「薬剤師確保計画ガイドラインについて」（令和５年６月９日薬生総発０６０９第２号） 

 

④ 薬剤師偏在指標の値 

〇 令和５年６月９日事務連絡「薬剤師偏在指標等について（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課）」

において、薬剤師確保計画ガイドラインに規定する偏在指標を算定し、薬剤師少数区域・薬剤師多

数区域を設定しており、県内における二次保健医療圏別の薬剤師偏在指標の値は下記のとおりで

す。〔表 2-2-4〕 
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◆ 薬剤師偏在指標、県内・全国順位及び区分（県内二次保健医療圏別）〔表 2-2-4〕 

 
薬局薬剤師偏在指標 病院薬剤師偏在指標 地域別 

偏在指標 数値 県内順位 全国順位 区分 数値 県内順位 全国順位 区分 

福岡県 1.17 ― 5/47 多数 0.93 ― 4/47  1.10 

福岡・糸島 1.46 1/13 5/335 多数 1.07 3/13 9/335 多数 1.34 

粕屋 0.99 8/13 116/335  0.70 8/13 147/335 少数 0.90 

宗像 1.00 6/13 108/335  0.66 10/13 189/335 少数 0.90 

筑紫 1.06 4/13 87/335 多数 0.89 6/13 38/335  1.02 

朝倉 0.98 9/13 120/335  0.68 9/13 167/335 少数 0.90 

久留米 1.15 2/13 37/335 多数 1.10 2/13 5/335 多数 1.13 

八女・筑後 1.01 5/13 99/335 多数 0.74 7/13 129/335  0.92 

有明 0.99 7/13 111/335  0.90 5/13 37/335  0.96 

飯塚 0.92 11/13 157/335  1.12 1/13 4/335 多数 0.99 

直方・鞍手 0.83 13/13 221/335  0.52 13/13 295/335 少数 0.73 

田川 0.97 10/13 131/335  0.65 11/13 201/335 少数 0.87 

北九州 1.14 3/13 41/335 多数 0.92 4/13 36/335  1.07 

京築 0.90 12/13 172/335  0.59 12/13 247/335 少数 0.81 

 出典：「薬剤師偏在指標等について」（令和５年６月９日事務連絡） 

※多数：目標偏在指標（1.0）より偏在指標が高い区域 

  少数：目標偏在指標（1.0）より偏在指標が低い区域のうち、下位二分の一の区域 

 

（３）薬剤師少数区域等の設定 

〇 薬剤師少数区域は、薬剤師の確保を重点的に推進する地域であり、薬剤師偏在指標の値を全国で比

較し、目標偏在指標（1.0）より偏在指標が低い二次医療圏のうち、下位二分の一に属する医療圏と

して定義されます。 

本県において、下位二分の一に属する二次保健医療圏は、病院薬剤師における「粕屋保健医療圏」、

「宗像保健医療圏」、「朝倉保健医療圏」、「直方・鞍手保健医療圏」、「田川保健医療圏」、「京築保健医

療圏」の６保健医療圏となっており、これらの医療圏を薬剤師少数区域と設定することとします。 

〇 目標偏在指標（1.0）より偏在指標が高い二次医療圏は薬剤師多数区域として定義されます。 

   本県では、薬局薬剤師における「福岡・糸島保健医療圏」、「筑紫保健医療圏」、「久留米保健医療圏」、

「八女・筑後保健医療圏」、「北九州保健医療圏」の５保健医療圏、及び病院薬剤師における「福岡・

糸島保健医療圏」、「久留米保健医療圏」、「飯塚保健医療圏」の３保健医療圏が該当します。 

 

【今後の方向性】 

（１）現状と課題 

〇 令和 2（2020）年末現在の本県の薬剤師数は 12,714 人で、平成 22（2010）年と比較すると 2,163

人（20.5％）、平成 28（2016）年と比較すると 920 人（7.8％）増加していますが、人口 10 万対では

247.6 人と全国平均の 255.2 人を下回っています。薬局及び医療施設の従事者は人口 10万対で 211.3

人となっており、全国平均の 198.6 人を上回っています。〔表 2-2-5〕 
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〇 本県には、薬剤師を養成する大学が４校（九州大学薬学部、第一薬科大学、福岡大学薬学部、国際

医療福祉大学福岡薬学部）設置されています。 

 

  ◆ 福岡県の業務の種類別 薬剤師数 〔表 2-2-5〕                 （単位：人） 

 総数 

薬局の開設

者又は法人

の代表者 

薬局の 

勤務者 

医療施設の従事者 薬局・医療施設以外の従事者 

その他 
調剤 

検査・その

他の業務 

大学の 

従事者 

医薬品関連企

業の従事者 

平成 22 

(2010)年 
10,551 916 5,130 2,310 112 360 1,038 685 

平均年齢 43.4 56.2 42.3 39.2 46.7 37.6 45.4 47.9 

平成 28 

(2016)年 
11,794 873 6,385 2,624 105 250 814 743 

平均年齢 45.5 58.5 45.0 40.7 47.3 46.6 47.8 48.9 

平成 30 

(2018)年 
12,307 835 6,864 2,693 112 248 822 733 

平均年齢 45.9 58.3 45.3 41.2 48.4 46.6 48.6 50.3 

令和 2 

(2020)年 
12,714 872 7,113 2,742 123 263 764 837 

平均年齢 46.2 57.4 46.1 41.9 49.9 47.2 49.6 50.2 

出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」各年 12 月 31 日現在 

 

（２）薬剤師確保の方針 

〇 薬剤師偏在指標の値を用いて全国の二次医療圏を一律に比較することで薬剤師多数区域、薬剤師

少数でも多数でもない区域、薬剤師少数区域を設定し、少数区域については計画期間中に確保が必要

な目標薬剤師数を定めることとします。 

〇 薬剤師少数区域の確保方針について、薬剤師の増加を確保方針の基本とします。なお、都道府県内

に少数区域と少数でも多数でもない区域が存在する場合、少数区域において優先的に確保する施策

とします。 

〇 薬剤師少数でも多数でもない区域の確保方針について、区域における実情を踏まえ、必要に応じ

て、薬剤師多数区域の水準（目標偏在指標（1.0））を目指すこととします。 

〇 薬剤師多数区域の確保方針について、既存の薬剤師確保施策の速やかな是正を求めるものではあ

りませんが、より薬剤師が不足している地域に対して優先的に施策を行うこととします。なお、三次

医療を担う病院等においては、三次医療の確保・維持のための薬剤師確保策の実施を可能とします。 

 

（３）目標薬剤師数及び要確保薬剤師数の設定 

〇 薬剤師少数区域は、計画期間中に、計画期間開始時の目標偏在指標以下区域の下位二分の一の基準

を脱する（すなわち、その基準に達する）ために確保されているべき薬剤師数を、目標薬剤師数とし

て設定します。また、薬剤師確保対策により追加で確保が必要な薬剤師数（要確保薬剤師数）は、目

標薬剤師数と現在の薬剤師数との差分として表されます。 

 

  ◆ 目標薬剤師数 

目標薬剤師数 ＝ 

（目標年次における推計業務量（病院）（※1）＋目標年次における推計業務量（薬局） 

（※2））÷（全薬剤師（病院＋薬局）の平均的な労働時間（※3））×目標偏在指標 
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※1、※2：現時点の病院、薬局の偏在指標の推計業務量の算定式において、目標年次における人口を使用

したもの。 

※3：病院薬剤師と薬局薬剤師それぞれの労働時間（中央値）の加重平均 

出典：「薬剤師確保計画ガイドラインについて」（令和５年６月９日薬生総発０６０９第２号） 

 

  ◆ 要確保薬剤師数 

要確保薬剤師数 ＝ （目標薬剤師数） － 

（現在の調整薬剤師労働時間（病院）＋現在の調整薬剤師労働時間（薬局））÷ 

（全薬剤師（病院＋薬局）の平均的な労働時間） 

出典：「薬剤師確保計画ガイドラインについて」（令和５年６月９日薬生総発０６０９第２号） 

 

〇 厚生労働省が示す算出方法に基づき、薬剤師少数区域における目標薬剤師数等を算出した結果は、

下記のとおりです。 

 

◆ 薬剤師少数区域における目標薬剤師数等 〔表 2-2-6〕 

区域 

（病院薬剤師） 

2026 年 

目標薬剤師数（人） 

2026 年 

要確保薬剤師数（人） 

粕屋 124.0 19.0 

宗像 64.9 12.1 

朝倉 32.3 2.8 

直方・鞍手 49.0 14.7 

田川 58.0 4.6 

京築 74.1 16.5 

出典：厚生労働省が示す算出方法を基に県薬務課にて算出 

 

（４）薬剤師確保の施策 

① 病院薬剤師確保のための就職（復職・転職）支援セミナーの開催 

  〇 薬学生、未就業薬剤師及び転職希望薬剤師を対象として、病院薬剤師として就職（復職・転職）

する際に必要となる知識等を得るための説明会を開催します。 

 

② 病院薬剤師就職・転職環境の改善 

  〇 病院薬剤師の就職・転職に特化してマッチングを行うためのシステムを構築し、中小病院等にお

ける病院薬剤師の確保を支援します。 

 

③ 薬剤師キャリア形成機会の確保 

  〇 就職した地域において研修等に参加する機会が減少するなど、薬剤師キャリア形成の機会損失

のおそれがある場合は、資質向上に係る講習会を受講する機会を提供することで、ジェネラリスト

としての薬剤師に必要な知識・技能の修得を支援します。 
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医療・福祉機器関連産業振興事業の進捗状況について 

 

 

１ 事業概要 

本県では、今後の成長が見込まれる医療・福祉機器関連産業の振興を図るとともに、医療

介護の質や患者のＱＯＬの向上を図るため、商工部新産業振興課と連携し、平成２６年度か

ら医療・福祉機器関連産業振興事業として取り組んでいる。 

企業が医療機器を製品化するにあたっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）に規定された要件を満たし、

業許可や承認を取得しなければならない等の非常に高いハードルがある。 

薬務課においては、これらの法令要件等をクリアするための助言等支援を行っている。令

和元年度からは医療機器に加え、体外診断用医薬品についても支援の対象としている。また、

令和５年度からは、新たに保険適用の手続きに関する支援を行っている。 

 

【支援内容】 

（１）ＰＭＤＡによるレギュラトリーサイエンス総合相談（薬事戦略相談）の開催 

   新たな医療機器分野におけるシーズの実用化を目指す企業等を対象に、ＰＭＤＡ（※）

による出張相談を実施する。 

※ＰＭＤＡ：独立行政法人医薬品医療機器総合機構（医薬品や医療機器等の承認審査、医

薬品の副作用等被害救済、安全対策を行う組織） 

 

（２）開発相談コンシェルジュ体制の整備 

有望なシーズについて、医療機器としての開発初期から承認後の保険適用申請まで、一

貫してフォローアップできる体制（開発相談コンシェルジュとして、課内に１名、外部専

門家１７名を配置）を構築し、開発案件等への助言・指導を行う。 

 

（３）医療分野への参入促進 

   県内企業の医療分野への参入を促進するため、薬事規制や保険適用に関するセミナーを

開催する。 

 

【支援の概略図】 
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開発相談コンシェルジュ

【保険適用相談体制構築】
保険適用申請に向けて、開発初期から支援を実施
①国の保険適用相談
②保険適用相談コンシェルジュ
③保険適用セミナー

～R4

承認
取得

ﾆｰｽﾞ把握
支援

製品開発
支援

販路開拓
支援

ﾆｰｽﾞ把握
支援

製品開発
支援

販路開拓
支援R5～
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薬務課コンシェルジュ担当

①相談申込

開発相談コンシェルジュ業務スキーム

医療機器の製品化を目指す企業等

開発相談
コンシェルジュ体制

⑤報告

福岡県薬務課

外部専門家

②助言等
支援

④助言等
支援

依頼企業は、②、③、④と前後して、PMDA出張相談や保険適用相談を
活用する。

③支援依頼

 

 

２ 実施状況（平成２６年度～令和５年１２月末） 

（１）レギュラトリーサイエンス総合相談（薬事戦略相談） 

  ・延べ２３回開催し、１２０件の相談応需。 

（２）福岡県開発相談コンシェルジュ 

  ・年間１４０～１８０件程度の相談に応じており、延べ１，５６８件の相談応需。 

（３）法規制への対応支援セミナー 

  ・延べ２１回開催し、１，５８７名の受講。 

 

３ 実績（平成２６年度～令和５年１２月末） 

（１）医療機器の製品化 

  ・現在までに３６製品が医療機器として製品化。 

    医薬品注入コントローラー、パルスオキシメータ、歩行分析計、 

    医療血圧用プログラム、汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム、 

多項目モニタ、長時間心電用データレコーダ、 

内視鏡用処置具（鉗子、単回使用メス、起子）、 

歯科用材料（義歯床用アクリル系レジン、歯科用インプラントシステム 等）、 

家庭用治療器（家庭用電気磁気治療器、家庭用低周波治療器 等）、 

単回使用手動式肺人口蘇生器、炭酸ガスレーザ、全人工関節、整形外科用洗浄器、 

単回使用クラスⅡ処置キット 等 

 

（２）業許可等の取得 

  ・医療機器製造販売業 ３３社 

  ・医療機器・体外診断用医薬品製造業 ６８製造所 

 

４ 令和５年度の新たな取組等 

 新たに開発した医療機器が保険診療で使用されるためには保険適用の手続きが必要となる

が、制度が複雑であり、中小企業にとっては対応が困難であることから、保険適用の手続き

に関する支援として、厚生労働省による保険適用出張相談及び保険適用に関するセミナーの

開催を始めた。これまでにそれぞれ２回開催し、５件の相談応需、５６名がセミナーを受講

している。 
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医薬品製造業者に対する行政処分について 

 

 

１ 概要 

令和５年１２月２２日、本県内に医薬品製造工場を有する沢井製薬株式会社に対し、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律

第１４５号。以下「法」という。）第７２条の２の２及び第７２条の４の規定に基づき、

行政処分（改善命令）を行った。 

なお、これまでに本事案に関連した健康被害は確認されていない。 

 

２ 処分対象者 

 氏 名：沢井製薬株式会社 

所在地：大阪府大阪市淀川区宮原五丁目２番３０号 

 

３ 処分対象施設 

 名 称：沢井製薬株式会社 九州工場 

所在地：福岡県飯塚市潤野１２３８－１ 

業 態：医薬品製造業（許可番号：40AZ000159） 

 

４ 違反内容 

（１）テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」について、承認書に記載のない方法により

試験を行っていた。（法第１８条第３項に基づく法施行規則第９６条違反） 

（２）業務を適正に確保するために必要な体制の整備等、所要の措置を講じていなかった。

（製造する医薬品について不適切な試験行為が行われていたが、これを探知すること

ができなかった。）（法第１８条の２第３項第２号及び第３号違反） 

（３）不適切な試験行為の発端となった逸脱発生当時、製品品質に重大な影響が及ぶ恐れ

のある事象が発生していたにもかかわらず、所要の措置を講じる指示及び進捗管理を

実施していなかった。（法第１７条第８項で準用する法第８条第１項違反） 

 

５ 改善命令の内容  

（１）法及び関係法令を遵守するよう対応すること。 

（２）再び法令違反を起こすことのないような体制を構築すること。 

①責任役員及び各責任者の権限や業務を明確にすること。 

②医薬品製造管理者等が製造部門及び品質部門を適切に監督するとともに、製造部門

及び品質部門の業務が適切かつ円滑に行われる体制を整備すること。 

③全ての役職員に継続的に必要な教育訓練を行い、関連法令を遵守させること。 等  

 

６ 今後の県の対応 

（１）沢井製薬(株)九州工場に対して、改善命令発出から１カ月以内を目途に改善計画書を

提出するよう指示しており、当該計画書を確認後、立入調査を行い、改善状況を確認

する。 

（２）県内の医薬品等製造業者及び製造販売業者に、今回の事例を踏まえ、自己点検を行

う等、改めて法令遵守体制の整備や品質管理体制の向上に取り組むよう周知する。 

（３）無通告査察の頻度を増やす等、各製造所に対する監視を強化する。 
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７ 参考 

（１）厚生労働省及び大阪府も、同社（製造販売業者）に対し同日付で行政処分を行った。 

  （処分内容） 

   厚生労働省：医薬品製造販売業の総括製造販売責任者の変更命令 

   大阪府：医薬品製造販売業に対する改善命令 

（２）行政処分に至るまでの経過 

令和５年６月２１日 大阪府からの情報提供により九州工場での不適切な試験

についての情報を探知 

６月２２日 沢井製薬（株）から不適切な試験について薬務課へ報告 

７月３日、４日及び５日 法第６９条に基づく立入検査（ＧＭＰ調査）を実施 

７月２６日 調査指摘事項書を交付 

８月９日 沢井製薬（株）から重度不備に対する改善報告書を受理 

８月１７日 十分な改善がなされていないと判断し、沢井製薬（株）

へＧＭＰ不適合を通知 

９月６日 法６９条に基づく報告徴収通知を発出 

１０月６日 報告徴収通知に基づく報告を受理後、厚生労働省と対応

を協議 

１２月５日 行政手続法に基づき、弁明の機会の付与の通知 

１２月１３日 弁明の意思は無い旨を確認 

１２月２２日 行政処分（改善命令） 
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大麻取締法等の改正について 

１ 改正の概要について   

 

⑴ 趣旨 

大麻草の医療や産業分野における適正な利用を図るとともに、その濫用

による保健衛生上の危害の発生を防止するため、 

 

① 大麻草から製造された医薬品の施用  

② 大麻等の使用に関する施用罪の適用 

③ 大麻草の栽培に関する規制 

 

に関する大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法（以下「麻向法」とい

う。）等の制度の見直しが行われた。 

 

⑵ 概要 ＜別添資料１：大麻取締法等の改正概要＞ 

 ① 大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備 

・ 大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除【大麻取

締法】 

・ 大麻等を麻向法上の「麻薬」としても規定【麻向法】 

※ 大麻草から製造された医薬品は麻薬として流通し、患者へ施用可 

能とする 

    ※ 大麻等：大麻及びその有害成分であるＴＨＣ（テトラヒドロカン

ナビノール） 

 

  ② 大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備 

・ 大麻等の不正な施用について、麻向法上の「麻薬」として禁止規定

や罰則を適用【麻向法】 

・ 大麻草由来製品に関するＴＨＣ残留限度値を設定【麻向法】 

・ 大麻草由来成分のうち、化学的変化により容易に麻薬を生じ得る一

部の成分について麻薬として規定【麻向法】 

 

  ③ 大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備 

   ・ 大麻取締法の名称を「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ改正

【大麻取締法】 

   ・ 大麻栽培者を大麻草採取栽培者に改正し、大麻草採取栽培者の免許

を大麻草の製品の原材料として栽培する第一種大麻草採取栽培者免許

（都道府県知事免許）と医薬品の原料として栽培する第二種大麻草採
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大麻取締法等の改正について 

取栽培者免許（厚生労働大臣免許）に区分【大麻取締法】 

   ・ 第一種大麻草採取栽培者が栽培に利用できる大麻草の種子等にＴＨ

Ｃ基準値等の所要の規制を新設【大麻取締法】 

   ・ 大麻草の研究栽培を行わない大麻研究者を麻薬研究者に統合整理す

るとともに、大麻草の研究栽培を行う場合の大麻草研究栽培者免許

（厚生労働大臣免許）を新設【大麻取締法】 

 

⑶ 改正法公布日、施行日 

   公布日：令和５年１２月１３日 

   施行日：公布日から１年を超えない範囲内で政令で定める日 

※ 第一種／第二種大麻草採取栽培者免許制度に関する事項は 

公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日 

 

⑷ その他 

各改正内容の詳細は、今後、政省令で示される予定。 

 

 

２ 改正法施行に向けた県の対応について   

 

⑴ 大麻草採取栽培者免許制度 

・ 新たに区分される第一種大麻草採取栽培者免許に関する手続きの詳細

や免許の基準は、今後厚生労働省令等で示されることが見込まれる。 

・ 上記の厚生労働省令等の公布後、手続きの細目や審査基準の改正を検

討する。  

 

⑵ その他 

・ 改正法の項目ごとの施行時期に合わせ、県条例、県規則、審査基準等

の所要の整備を行う。 
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大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
概
要

施
行
期
日

公
布
日
か
ら
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
（
３
．
①
及
び
②
は
、
公
布
日
か
ら
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
）

改
正
の
概
要

１
．
大
麻
草
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
施
用
等
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
【
大
麻
取
締
法
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
】

○
大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
施
用
等
を
禁
止
す
る
規
定
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
大
麻
等
を
麻
向
法
に
お
け
る
「
麻
薬
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、

大
麻
草
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
施
用
等
を
可
能
と
す
る
。

（
※
）
「
大
麻
等
」
：
大
麻
及
び
そ
の
有
害
成
分
で
あ
る
T
H
C
（
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
：
幻
覚
等
の
精
神
作
用
を
示
す
麻
薬
と
し
て
規
制
す
べ
き
成
分
）

「
麻
向
法
」
：
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

「
施
用
」
：
医
薬
品
で
あ
る
麻
薬
を
身
体
に
投
与
・
服
用
す
る
こ
と
。

２
．
大
麻
等
の
施
用
罪
の
適
用
等
に
係
る
規
定
の
整
備
【
大
麻
取
締
法
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
】

①
大
麻
等
の
不
正
な
施
用
に
つ
い
て
も
、
他
の
規
制
薬
物
と
同
様
に
、
麻
向
法
に
お
け
る
「
麻
薬
」
と
し
て
禁
止
規
定
及
び
罰
則
（
施
用
罪
）
を
適
用
す
る
。

（
※
）
大
麻
の
不
正
な
所
持
、
譲
渡
、
譲
受
、
輸
入
等
に
つ
い
て
も
、
麻
向
法
に
お
け
る
規
制
・
罰
則
を
適
用
（
現
行
は
大
麻
取
締
法
で
同
様
の
規
制
有
）

②
保
健
衛
生
上
の
危
害
発
生
防
止
の
た
め
、
大
麻
草
由
来
製
品
に
微
量
に
残
留
す
る
T
H
C
の
残
留
限
度
値
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
大
麻
草
由
来
の
成

分
の
う
ち
、
化
学
的
変
化
に
よ
り
容
易
に
麻
薬
を
生
じ
得
る
一
部
の
成
分
に
つ
い
て
麻
薬
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。

３
．
大
麻
草
の
栽
培
に
関
す
る
規
制
の
見
直
し
に
係
る
規
定
の
整
備
【
大
麻
取
締
法
】

（
※
）
大
麻
取
締
法
の
名
称
を
「
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
改
正

①
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
を
区
分
し
、
大
麻
草
の
製
品
の
原
材
料
と
し
て
栽
培
す
る
場
合
を
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
（
都
道
府
県
知
事
の
免
許
）

に
、
医
薬
品
の
原
料
と
し
て
栽
培
す
る
場
合
を
第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
（
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
）
と
す
る
。

②
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
に
つ
い
て
、
T
H
C
が
基
準
値
以
下
の
大
麻
草
か
ら
採
取
し
た
種
子
等
を
利
用
し
て
栽
培
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
な

ど
、
所
要
の
規
制
を
設
け
る
。

（
※
）
大
麻
草
採
取
栽
培
者
が
成
分
の
抽
出
等
の
大
麻
草
の
加
工
を
行
う
場
合
や
、
発
芽
可
能
な
大
麻
草
の
種
子
の
輸
入
を
行
う
場
合
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と

す
る
等
の
規
制
を
設
け
る
。

③
大
麻
草
の
研
究
栽
培
を
行
う
場
合
は
、
大
麻
草
研
究
栽
培
者
免
許
（
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許
）
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
。

大
麻
草
の
医
療
や
産
業
に
お
け
る
適
正
な
利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
①
大
麻
草
か
ら
製
造
さ

れ
た
医
薬
品
の
施
用
等
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
、
②
大
麻
等
の
施
用
罪
の
適
用
等
に
係
る
規
定
の
整
備
、
③
大
麻
草
の
栽
培
に
関
す
る
規
制
の
見
直
し

に
係
る
規
定
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

改
正
の
趣
旨

等
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大
麻
取
締
法
の
概
要
に
つ
い
て

○
大
麻
の
定
義
を
規
定

○
大
麻
取
扱
者
（
大
麻
栽
培
者
及
び
大
麻
研
究
者
）
免
許
制
と
し
、
大
麻
の
取
扱
い
（
栽
培
、
輸
入
・
輸
出
、
譲
渡
・

譲
受
、
所
持
等
）
に
つ
い
て
も
制
限

○
大
麻
の
用
途
を
学
術
研
究
及
び
繊
維
・
種
子
の
採
取
だ
け
に
限
定

○
大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
施
用
禁
止

規
制
対
象
外

規
制
対
象

種
子

成
熟
し
た
茎

（樹
脂
除
く
）

花
穂

葉
・未
成
熟
の
茎

成
熟
し
た
茎
か
ら

分
離
し
た
樹
脂

根

第
１
条

こ
の
法
律
で
「
大
麻
」
と
は
、
大
麻

草
（
カ
ン
ナ
ビ
ス
・
サ
テ
ィ
バ
・
エ
ル
）
及
び

そ
の
製
品
を
い
う
。
た
だ
し
、
大
麻
草
の
成
熟

し
た
茎
及
び
そ
の
製
品
（
樹
脂
を
除
く
。
）
並

び
に
大
麻
草
の
種
子
及
び
そ
の
製
品
を
除
く
。

○
大
麻
に
含
ま
れ
る
主
な
成
分

T
H

C
・
・
・
幻
覚
等
の
精
神
作
用
を
示
す
成
分
。

化
学
合
成
さ
れ
た
も
の
は
、
麻
薬

と
し
て
規
制
。

C
B
D
・
・
・
物
質
と
し
て
は
規
制
さ
れ
て
い
な
い
。

3
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カ
ン
ナ
ビ
ノ
イ
ド
と
「

T
H

C
」
･
「

C
B

D
」
に
つ
い
て

4
3
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大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
に
つ
い
て

１
．
E
p
id
io
le
x
（
エ
ピ
デ
ィ
オ
レ
ッ
ク
ス
）
と
は

英
国
の

G
W

 P
h
a
rm

a
c
e
u
ti
c
a
ls
（

G
W
フ
ァ
ー
マ
シ
ュ
ー
テ
ィ
カ
ル
ズ
）
社
が
開
発
し
た

医
薬
品
で
、
「
大
麻
草
」
を
原
料
と
し
て
、
抽
出
・
精
製
さ
れ
た
大
麻
成
分

C
B
D
（
カ
ン
ナ
ビ

ジ
オ
ー
ル
）
を
主
成
分
と
す
る
経
口
液
剤
。

２
．
承
認
ま
で
の
経
過

３
．
日
本
の
状
況

〇
平
成

3
0
年

6
月

2
5
日

○
「
E
p
id

io
le

x
」は
、
大
麻
草
の
規
制
部
位
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
麻
取
締
法
に
基
づ
く
大
麻
製
品
で
あ
る
こ
と

か
ら
輸
入
が
原
則
禁
止
さ
れ
る
。
ま
た
、
施
用
、
受
施
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

○
な
お
、
大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
国
内
で
の
治
験
は
、
現
行
の
大
麻
取
締
法
に
お
い
て
も
可
能
。

〇
平
成

3
0
年

1
1
月

1
日

米
国

F
D

A
（
食
品
医
薬
品
局
）
は
、

G
W

P
h
a
rm

a
c
e
u
ti
c
a
ls
社
の

E
p
id

io
le

x
を
、

重
度
の
て
ん
か
ん
症
候
群
で
あ
る
レ
ノ
ッ
ク
ス
・ガ
ス
ト
ー
症
候
群
と
ド
ラ
ベ
症
候
群
の
治

療
薬
と
し
て
承
認

〇
令
和
元
年

9
月

2
3
日

G
W

 P
h
a
rm

a
c
e
u
ti
c
a
ls
社
は
米
国
で

E
p
id

io
le

x
を
発
売

〇
令
和
２
年
８
月

欧
州
委
員
会
（

E
u
ro

p
e
a
n
 C

o
m

m
is

si
o
n
）
は

E
p
id

io
le

x
を
レ
ノ
ッ
ク
ス
・

ガ
ス
ト
ー
症
候
群
と
ド
ラ
ベ
症
候
群
の
治
療
薬
と
し
て
承
認

米
国

F
D

A
は
、
E
p
id

io
le

x
を
結
節
性
硬
化
症
の
治
療
薬
と
し
て
承
認

4
0
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薬
物
犯
罪
の
主
な
法
定
刑
の
一
覧
に
つ
い
て

3
5
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大
麻
の
使
用
罪
に
対
す
る
認
識
調
査
に
つ
い
て
（
R
1
/
R
2
）

調
査
概
要

大
麻
取
締
法
に
お
い
て
使
用
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
認
識
及
び
大
麻
の
使
用
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
大
麻
を
使
用
し
た
こ
と
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
と
警
察
庁
と
の
間
で
協
議
し
、
警
察
庁
に
お
い
て
調
査
を
実
施
。


調
査
対
象
者

令
和
元
年

1
0
月
１
日
か
ら

1
1
月

3
0
日
ま
で
の
間
に
、
警
察
に
お
い
て
、
大
麻
の
単
純
所
持
で
検
挙
さ
れ
た
者

6
3
1
人

令
和
２
年

1
0
月
１
日
か
ら

1
1
月

3
0
日
ま
で
の
間
に
、
警
察
に
お
い
て
、
大
麻
の
単
純
所
持
で
検
挙
さ
れ
た
者

7
4
8
人

大
麻
取
締
法
に
お
い
て
使
用
罪
が

規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
認
識

大
麻
の
使
用
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
大
麻
を
使
用
し

た
こ
と
と
の
関
係
（
「
知
っ
て
い
た
」
と
回
答
し
た
人
に
対
す
る

調
査
結
果
）

8
2
.2
%

1
5
.4
%

2
.4
%

7
4
.8
%

2
0
.9
%

4
.3
%

0
.0
%

2
0
.0
%

4
0
.0
%

6
0
.0
%

8
0
.0
%

1
0
0
.0
%

知
っ
て
い
た

知
ら
な
か
っ
た

不
明

令
和
元
年

令
和
２
年

7
.5
%

1
9
.7
%

6
7
.8
%

5
.0
%

5
.7
%

1
5
.3
%

7
3
.3
%

5
.7
%

0
.0
%

1
0
.0
%

2
0
.0
%

3
0
.0
%

4
0
.0
%

5
0
.0
%

6
0
.0
%

7
0
.0
%

8
0
.0
%

大
麻
を
使
用
す
る
理
由
と
な
っ
た

大
麻
の
使
用
に
対
す
る
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
っ
た

禁
止
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、

大
麻
を
使
用
し
た

そ
の
他

令
和
元
年

令
和
２
年

警
察
庁
調
べ

3
6
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H
e
m

p
栽
培
で
許
容
さ
れ
る
範
囲

・
2
0
2
1
年

6
月

2
8
日
に
フ
ラ
ン
ス
国
会
議
長
府
に
登
録
さ
れ
た
大
麻
の
様
々
な
用
途
の
規
制
と
影
響
に
関
す
る
報
告
（

R
é
g

le
m

e
n

ta
ti

o
n

 e
t 

im
p

a
ct

 d
e
s 

d
if

fé
re

n
ts

 u
sa

g
e
s 

d
u

 c
a
n

n
a
b

is
R

a
p

p
o

rt
 f

in
a
l）
に
お
い
て
、
各
国
に
お
け
る
大
麻
（

h
e
m

p
）
由
来
製
品
中
の
Δ
9
-T

H
C

の
限
度
値
が
調
査
さ
れ
、
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

※
１
。

※
１
報
告
書
公
表
以
降
基
準
が
変
更
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
※
２

2
0
1
8
年
時
点

※
３

0
.6
％
を
超
え
な
い
場
合
、
イ
タ
リ
ア
の
麻
薬
法
に
責
任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

E
U
に
お
け
る

T
H

C
濃
度
に
関
す
る
法
規
制
に
つ
い
て

4
8

○
H

e
m

p
栽
培
で
許
容
さ
れ
る

T
H

C
濃
度
や
大
麻
製
品
中
で
許
容
さ
れ
る

T
H

C
濃
度
は
各
国
毎
に
規
定

H
e
m

p
栽
培
で
許
容
さ
れ
る

T
H

C
濃
度

最
終
製
品
中
に
許
容
さ
れ
る

T
H

C
濃
度
（
例
）

ド
イ
ツ

0
.2
％

0
.0

0
5
 m

g
/k

g
（
飲
料
）
、

5
 m

g
/k

g
（
オ
イ
ル
）
、

0
.1

5
 m

g
/k

g
（
そ
の
他
）

※
２

オ
ー
ス
ト
リ
ア

0
.3
％

フ
ラ
ン
ス

0
.2
％

0
％
（
食
品
、

e
-l

iq
u

id
、
化
粧
品
類
）

イ
タ
リ
ア

0
.6
％

※
３

2
 m

g
/k

g
（
サ
プ
リ
メ
ン
ト
）
、

5
 m

g
/k

g
（
種
子
由
来
の
オ
イ
ル
）

※
２

チ
ェ
コ

0
.3
％

0
.3
％
（
産
業
用
）
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大
麻
使
用
の
立
証
に
関
す
る
科
学
的
知
見
（
Ｔ
Ｈ
Ｃ
に
変
換
さ
れ
る
物
質
）

5
3

大
麻
使
用
事
犯
に
お
け
る
大
麻
使
用
の
立
証
で
は
、
大
麻
使
用
後
の
尿
中
の
大
麻
成
分
の
挙
動
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

体
内
に
Δ

9
-T

H
C
が
取
り
込
ま
れ
る
又
は
体
内
で
Δ

9
-T

H
C
が
発
生
す
る
場
合
、
Δ

9
-T

H
C
は
代
謝
を
受
け
て

T
H

C
代
謝
物
（

T
H

C
-C

O
O

H
-

g
lu
）
と
し
て
尿
中
に
排
泄
さ
れ
る
。

未
加
工
の
植
物
と
し
て
の
大
麻
草
の
中
で
は
、

9
0
ｰ
9
5
％
が
Δ

9
-T

H
C
で
は
な
く
Δ

9
-T

H
C

A
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
Δ

9
-T

H
C

A
自
体
に
は

大
麻
様
の
有
害
作
用
は
な
い
。
Δ

9
-T

H
C

A
は
、
市
販
の
電
子
タ
バ
コ
デ
バ
イ
ス
使
用
時
の
加
熱
条
件
の
み
で
速
や
か
に
Δ

9
-T

H
C
に
変
換
さ
れ

る
た
め
、
Δ

9
-T

H
C
が
体
内
に
取
り
込
ま
れ
、

T
H

C
代
謝
物
と
し
て
尿
中
に
排
泄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
に
も
、
Δ

9
-T

H
C
と
は
異
な
る
物
質
（
カ
ン
ナ
ビ
ノ
イ
ド
）
で
、
そ
れ
自
体
に
有
害
作
用
が
な
く
て
も
、
生
体
内
に
取
り
込
ま
れ

る
直
前
に
又
は
生
体
内
に
お
い
て
容
易
に
Δ

9
-T

H
C
に
変
換
さ
れ
る
物
質
の
出
現
も
懸
念
さ
れ
る
。

C
B

D
に
強
酸
を
加
え
て
加
熱
す
る
と
一
部
が
Δ

9
-T

H
C
に
変
換
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

（
※
当
該
行
為
は
麻
薬
製
造
罪
に
あ
た
る
。
）

１
．
麻
向
法
で
は
、
「
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
」
を
指
定
し
て
、
そ
の
製
造
、
輸
出
入
、
流
通
を
監
視
し
て
い
る
が
、
麻
薬
そ
の
も
の
に
は
該
当

せ
ず
、
業
務
届
出
や
輸
出
入
時
の
届
出
に
よ
る
規
制
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
物
質
の
所
持
・
使
用
の
取
締
に
効
果
的
に

活
用
す
る
こ
と
は
困
難
。

２
．
新
し
い
制
度
的
対
応
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

①
例
え
ば
、
Δ

9
-T

H
C

A
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
に
麻
薬
と
同
種
の
有
害
作
用
の
な
い
物
質
で
も
、
通
常
の
使
用
環
境
に
お
い
て
容
易
に

麻
薬
成
分
に
変
換
さ
れ
て
体
内
に
取
り
込
ま
れ
る
、
又
は
、
生
体
内
で
麻
薬
成
分
を
生
成
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
濫
用
の
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
を
、
麻
薬
成
分
の
「
前
駆
体
」
と
し
て
麻
薬
成
分
と
同
様
に
指
定
し
て
規
制
す
る
（
前
駆
物
質
規
制
）
。

②
C

B
D
に
つ
い
て
は
、
強
酸
及
び
加
熱
条
件
で
Δ

9
-T

H
C
を
生
成
す
る
場
合
は
、
麻
薬
製
造
罪
と
し
て
の
取
締
り
の
強
化
を
検
討
す
る
。

対
応

（
前
駆
物
質
規
制
）
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大
麻
草
の
利
用
用
途
に
つ
い
て

○
大
麻
草
は
非
常
に
多
く
の
用
途
が
あ
り
衣
・
食
・
住
・
医
療
・エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
的
な
繊
維
利
用
に
加
え
、
近
年
、
バ
イ
オ
マ
ス
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。

葉

茎

根種
●
食
品

●
食
用
油

●
化
粧
品

●
石
鹸

●
土
壌
改
良

●
医
薬
品

●
肥
料

●
飼
料

【
茎
の
皮
】

●
ロ
ー
プ

●
糸

●
織
物

●
し
め
縄
（
神
道
儀
式
）

【
茎
の
芯
（
お
が
ら
）
】

●
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料

●
住
宅
用
建
材

●
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
自
動
車
部
品
等
）

●
紙

4
4
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主
な
生
産
国
の
状
況
に
つ
い
て

5
7

※
農
水
省
提
供
資
料
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